
 

 

 

 

令和４年第２回市議会定例会 

提 出 議 案 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 座 市 

 

  



提出議案（合計１８件）の内訳 

 

【専決処分の承認を求める案件】 ……３件 

条例 ２件（新座市税条例の一部を改正する条例ほか１件） 

予算 １件（令和４年度新座市一般会計補正予算（第２号）） 

 

【条例案件】 ……７件 

一部改正 ７件（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ほか６件） 

 

【予算案件】 ……２件 

補正 ２件（令和４年度新座市一般会計補正予算（第３号）ほか１件） 

 

【契約案件】 ……１件 

 

【財産案件】 ……４件 

取得 ４件 

 

【人事案件】 ……１件（人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについて） 
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【専決処分の承認を求める案件】 
……３件（条例２件、予算１件） 

 
議案第５８号 専決処分の承認を求めることについて 

（新座市税条例の一部を改正する条例） 

〔要旨〕 

地方税法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るため、新座市税条例の

一部を改正する条例の専決処分を令和４年３月３１日に行ったので、地方自治

法第１７９条第３項の規定によりその承認を求めるもの 

〔施策の効果及び影響〕 

土地に係る固定資産税の税負担の調整措置（※）について、激変緩和の観点

から、令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、現行では５

パーセントとするところ、２．５パーセントとするもの 

※ 課税の公平性の観点から、地域や土地にばらつきのある負担水準（今年度の評価額

に対する前年度課税標準額の割合）を均衡化させることを重視したもので、負担水準

の高い土地は税負担を引き下げ、又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税

負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組み 

〔施行日〕 

施行日は、令和４年４月１日とした。 

 

議案第５９号 専決処分の承認を求めることについて 

（新座市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

〔要旨〕 

地方税法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るため、新座市都市計画

税条例の一部を改正する条例の専決処分を令和４年３月３１日に行ったので、

地方自治法第１７９条第３項の規定によりその承認を求めるもの 

〔施策の効果及び影響〕 

議案第５８号 専決処分の承認を求めることについて（新座市税条例の一部

を改正する条例）と同じ。 

〔施行日〕 

施行日は、令和４年４月１日とした。 

 

議案第６０号 専決処分の承認を求めることについて 
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（令和４年度新座市一般会計補正予算（第２号）） 

〔要旨〕 

一般会計補正予算の専決処分を令和４年４月２１日に行ったので、地方自治

法第１７９条第３項の規定によりその承認を求めるもの 

〔施策の効果及び影響〕 

新型コロナウイルスワクチンに係る４回目の接種を実施するための体制を整

備するため、歳入歳出予算に１１２，７８８千円を追加したもの 

 

 

【条例案件】 ……７件（一部改正７件） 

 

議案第６１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

令和３年８月１０日付けの人事院の勧告等を踏まえ、一般職の職員の期末手 

当の支給割合を１．２７５月分から１．２００月分（再任用職員は、 

０.７２５月分から０．６７５月分）に引き下げるとともに、令和４年６月に

支給する期末手当に関する特例（※）を定めるもの 

※ 令和３年１２月に支給された期末手当の額と、同月の期末手当について今回の条

例改正と同様の引下げが行われていたとした場合の当該期末手当の額との差額を、

令和４年６月に支給する期末手当から減額するもの 

［条例改正の背景］  
令和３年の人事院勧告において、国家公務員の給与について、同年１２月

期から期末手当の支給割合を引き下げることが示された。  
国においては、勧告に従い期末手当の支給割合を引き下げることとするも

のの、令和３年１２月期からの引下げは見送り、この引下げに相当する額を

令和４年６月期の期末手当から減額することとした。  
本市においても、この国家公務員の取扱いに準じることとし、条例を改正

するものである。  
〔施行日〕 

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第６２号 新座市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例 

〔要旨〕 
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議員の期末手当の支給割合を１．６７５月分から１．６２５月分に引き下げ

るとともに、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例（※）を定めるも

の 

※ 令和３年１２月に支給された期末手当の額と、同月の期末手当について今回の条

例改正と同様の引下げが行われていたとした場合の当該期末手当の額との差額を、

令和４年６月に支給する期末手当から減額するもの 

〔施行日〕 

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第６３号 新座市特別職で常勤の職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例 

〔要旨〕 

市長及び副市長の期末手当の支給割合を改定するもの。改正の要旨及び施行

日は、議案第６２号（新座市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例）と同じ。 

 

議案第６４号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

教育長の期末手当の支給割合を改定するもの。改正の要旨及び施行日は、議

案第６２号（新座市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例）と同じ。 

 

議案第６５号 新座市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

〔要旨〕 

会計年度任用職員の期末手当の支給割合を１．２７５月分から１．２００月

分に引き下げるもの 

〔施行日〕 

施行日は、公布の日とする。 

 

（参考） 

議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合  （単位：月） 

 ６月 １２月 合 計 
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令和４年度（現行） １．６７５ １．６７５ ３．３５ 

令和４年度（改正後） １．６２５ １．６２５ ３．２５ 

再任用職員以外の職員の期末手当・勤勉手当の支給割合    （単位：月） 

 ６月 １２月 合 計 総支給割合 

令和４年度

（現行） 

期末手当 １．２７５ １．２７５ ２．５５ 
４．４５ 

勤勉手当 ０．９５０ ０．９５０ １．９０ 

令和４年度

（改正後） 

期末手当 １．２００ １．２００ ２．４０ 
４．３０ 

勤勉手当 ０．９５０ ０．９５０ １．９０ 

再任用職員の期末手当・勤勉手当の支給割合         （単位：月） 

 ６月 １２月 合 計 総支給割合 

令和４年度

（現行） 

期末手当 ０．７２５ ０．７２５ １．４５ 
２．３５ 

勤勉手当 ０．４５０ ０．４５０ ０．９０ 

令和４年度

（改正後） 

期末手当 ０．６７５ ０．６７５ １．３５ 
２．２５ 

勤勉手当 ０．４５０ ０．４５０ ０．９０ 

会計年度任用職員の期末手当の支給割合        （単位：月） 

 ６月 １２月 合 計 

令和４年度（現行） １．２７５ １．２７５ ２．５５ 

令和４年度（改正後） １．２００ １．２００ ２．４０ 

 

議案第６６号 新座市税条例等の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

〔施策の効果及び影響〕 

１ 個人市民税における住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を４年

延長し、令和７年１２月３１日までに入居した者を対象とするもの 

２ 個人市民税における上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所

得税と一致させるもの 

＊ 総合課税、申告分離課税等の課税方式について、所得税と個人市民税で異なる方

式を選択することができたが、これを見直すもの 

〔施行日〕 

１の施行日は令和５年１月１日とし、２の施行日は令和６年１月１日とする。 

 

議案第６７号 新座市こども医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例 

〔要旨〕 
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埼玉県における福祉３医療費の現物給付化に伴い、医療費の支給の方法を改

めるもの 

［条例改正の背景］  
埼玉県では、福祉３医療費（乳幼児（こども）医療費・重度心身障がい者

医療費・ひとり親家庭等医療費）助成制度の受給資格がある未就学児の医療

費について、令和４年度から県内全域において現物給付（※）を実施するこ

ととなった。  
これに伴い、市においても、これまで市が指定する朝霞地区４市の医療機

関等でのみ行っていた医療費の現物給付について、今後は埼玉県内の医療機

関等で行うため、条例を改正するものである。  
※ 受給者が医療機関等の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を発行

する自治体が医療機関等に当該医療費を支払う仕組み  
【改正を行う条例】  
① 新座市こども医療費支給に関する条例  
② 新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例  
③ 新座市ひとり親家庭等医療費支給条例  

〔施策の効果及び影響〕 

埼玉県内の医療機関等の窓口での医療費の支払が不要となり、受診に係る市

民の利便性が向上する。 

〔施行日〕 

新座市こども医療費支給に関する条例及び新座市重度心身障がい者医療費支

給に関する条例の改正の施行日は令和４年１０月１日とし、新座市ひとり親家

庭等医療費支給条例の改正の施行日は令和５年１月１日とする。 

 

 

【予算案件】 ……２件（補正２件） 

 

議案第６８号 令和４年度新座市一般会計補正予算（第３号） 

 

議案第６９号 令和４年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

【契約案件】 ……１件 

 

議案第７０号 工事請負契約の締結について〔新座市立第二中学校給食室等増築

及び改修工事〕 
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【財産案件】 …４件 

 

議案第７１号 財産の取得について〔庁内ＬＡＮパソコン〕 

業務に使用するパソコンを取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するもの 

数  量 １００台 

取得金額 １７，９９２，８１０円（税込み） 

 

議案第７２号 財産の取得について〔避難所感染症対策用パーテーション〕 

避難所に配置する感染症対策用パーテーションを取得するため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案する

もの 

数  量 ２，９０９個 

取得金額 ３７，６９４，８２２円（税込み） 

 

議案第７３号 財産の取得について〔教育用可動式コンピュータ〕 

新座市立小中学校に配置する教育用可動式コンピュータを取得するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により

提案するもの 

数  量 ４４７台 

取得金額 ２８，１７４，４１０円（税込み） 

 

議案第７４号 財産の取得について〔新座市立第二中学校給食備品〕 

新座市立第二中学校に配置する給食備品を取得するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するもの 

数  量 一式 

取得金額 ３９，１６０，０００円（税込み） 

 

 

【人事案件】 …１件 
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議案第７５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員高野章氏の任期が、令和４年９月３０日で満了となるが、引き続

き同人を推薦することについて意見を求めたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により提案するもの 
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追加を予定する議案（２件） 

 

【予算案件】 ……１件 

 

議案第   号 令和４年度新座市一般会計補正予算（第４号） 

 

【契約案件】 ……１件 

 

議案第   号 工事請負契約の締結について〔東北放課後児童保育室建設工事〕 


